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Ⅰ 「賃貸住宅の『共益費』に関するアンケート調査協力のお願い」アンケート 

１．「賃貸住宅の『共益費』に関するアンケート調査協力のお願い」アンケート用紙 

日 住 協 第 4 1 7 号

平成 19 年３月 14 日

会 員 各 位 
社団法人 日本住宅建設産業協会

賃貸管理委員長 福 田 紘 一

「賃貸住宅の『共益費』に関するアンケート調査」協力のお願い 

拝啓  貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 さて、当賃貸管理委員会では、賃貸用共同住宅における「共益費」について、一般的に明確に定

義されていないことから、そのあり方等についての研究を行っております。 
 そこで、当委員会では会員各社の皆様に「共益費」の扱い方の現状についてアンケート調査をお

願いし、その結果を研究の参考にしたいと考えております。 
 つきましては、繁忙期のご多忙のところ大変恐縮ですがご協力賜りたく何とぞ宜しくお願いいた

します。                                       敬 具 
記 

Ⅰ 調査の趣旨 

賃貸用共同住宅における「共益費」は、区分所有マンションにおける「管理費」「修繕積立金」

等と比べ明確な定義がされていない。 
このため、地域地方や所有者、管理会社の考え方等によって「共益費」の具体的内容が異なり、

またその収支の扱い方についても同様であるものと思われる。 
本アンケートは、「共益費」の考え方を整理するにあたり、それらの実態を把握することを目的

として実施する。 

Ⅱ アンケート対象 

(1) (社)日本住宅建設産業協会会員 
(2) (財)日本賃貸住宅管理協会会員 

Ⅲ 提出先及び締切日 

4 月 6 日(金)までに(社)日本住宅建設産業協会宛てＦＡＸにてお送りください。 
（ＦＡＸ：03－3511－0616） 

Ⅳ 本アンケートに関する問い合せ 

  (社)日本住宅建設産業協会 事業第２課 米山 (電話：03－3511－0611) 
以 上
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１． 会社概要について 

(1) 貴社が管理している賃貸物件数は、居住用・事業用それぞれ何戸ありますか。 

①居住用：       戸  ②事業用：       戸 

(2) 貴社の総従業員数を教えてください。（役員を含み、アルバイトは含まない。） 

        名 

(3) 上記(2)の従業員のうち、賃貸管理業に従事する従業員は何人いますか。 

            名 

(4) 上記(2)の従業員の中で、賃貸管理関係の資格を何人が取得していますか。 

① 賃貸住宅管理士(日管協)      名  ② 賃貸不動産管理士(全宅連)      名 
  ③ 不動産賃貸管理士(全日)      名  ④ ビル経営管理士      名 
  ⑤ 管理業務主任者      名 
 
２． 「共益費」の扱いについて 

(1) 貴社では、賃貸用共同住宅(以下、「賃貸住宅」という。)の「共用部分」の維持管理の対価と

して、入居者が貸主に対して支払う性格の費用をなんと呼んでいますか。 

① 共益費  ② 管理費  ③その他（            ） 
 

(2) 入居後、入居者が賃貸住宅居住の対価として家主に支払う費用すべてについて次のどの項目

として収受していますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

① 賃料(又は家賃) ② 共益費 ③ 管理費 ④ 修繕費 ⑤ サービス料   
⑥ その他（                   ） 

 ※以下の設問については、前問の②～④の回答について、呼び方を「共益費」に統一させていただ

きます。 
(3) 管理している物件について、「共益費」を収受していますか。 

① すべて収受している ② 収受していない ③ 物件による 

(4) 貴社が考える「共益費」とは何ですか。(複数回答可) 

① 「共用部分」の維持管理の対価として考えている   
② 賃料(家賃)の一部として考えている ③その他（                      ） 
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(5) 貴社の「共益費」の算出基準を次の中から選んでください。（複数回答可） 

① 物件規模(部屋数)に応じて固定している(例：1Ｒは 3000 円、2ＤＫ以上 5000 円) 
② 物件規模(階数)に応じて固定している(例えば、エレベータの有無など)   
③ 物件の構造に応じて固定している(例：ＳＲＣ・ＲＣ・木造など)   
④ 近隣の相場を考慮して算出 ⑤ 賃料(家賃)に対して固定した割合を乗じて算出  

 ⑥ かかる実費を予測し、シミュレーションして算出 
 ⑦ 自社の定める基準にて算出 

具体的にどのような基準かご記入ください（                  ） 
⑧ その他（              ） 

 
３． 「共益費」の精算について 

(1) 貴社の「共益費」の経理処理は次のうちどれですか。 

ⅰ）一般管理物件(※①)の場合 
① 損益勘定で計上している ② 預かり金勘定で計上している   
③ オーナーにそのまま渡している ④ その他（              ） 

ⅱ）サブリース物件の場合 
 ① 損益勘定で計上している ② 預かり金勘定で計上している   

③ 物件所有者にそのまま渡している ④ その他（             ） 

  ※①「一般管理物件」・・・サブリース物件以外の管理物件 
 

(2) 貴社では、「共益費」について精算をしていますか。 

ⅰ）一般管理物件の場合 
①していない  ②している  ③物件による   

ⅱ）サブリース物件の場合 
 ①していない  ②している  ③物件による   

 
(3) 前問で②③と回答された方におききします。精算は誰としていますか(複数回答可) 

ⅰ）一般管理物件の場合 
①家主(オーナー)  ②入居者   

ⅱ）サブリース物件の場合 
 ①物件所有者  ②入居者   
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４． 「共益費」の項目について 

(1) 次の項目のうち、「共益費」として収受しているものはどれですか。あてはまるものに○をつ

けてください。また、設定した項目以外がある場合下の空欄に項目を記入してください。 

※ (6) 特別清掃費・・共用廊下ﾎﾟﾘｯｼｬｰ洗浄、ﾜｯｸｽがけ等 

※(26) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料、(27) ｹｰﾌﾞﾙ TV 視聴料金 

・・入居者が通常個人で契約するﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料金等を、ｵｰﾅｰが一括契約し入居者から収受し、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ等へ支

払う料金がある場合。 

５． その他 

(1) 収受している共益費は、かかる経費と比べて見合ったものになっていますか。 

(共益費単独でお考えください。) 

① 見合っている ② 見合っていない 

(2) 貴社の「賃料(家賃)」の査定方法について教えてください。(複数回答可) 

① 「共益費」の金額は無視して査定している ② 「共益費」の金額を考慮し査定している 

③ 建築費コストを考慮して査定している ④ 近隣の類似物件を参考に査定している 

質問は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。 

貴社名  所属部署  

記入者名  ご連絡先  
 

( 1) 共用電気料 ( 2) 共用水道料 ( 3) 共用灯保守・交換料 
( 4) ｺﾞﾐ置場清掃費 ( 5) 定期清掃費 ( 6) 特別清掃費(※) 
( 7) 排水管及び桝清掃費 ( 8) 植栽剪定・管理費 ( 9) 砂場の管理 
(10) 専用庭管理費 (11) 消防点検費 (12) 昇降機保守点検費 
(13) 受水槽保守点検費 (14) 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ保守管理費 (15) 簡易専用水道点検費 
(16) 浄化槽保守点検費 (17) 雨水貯留槽保守管理費 (18) 受変電設備管理費 
(19) 設備機械遠隔監視料金 (20) 機械式駐車場保守管理費 (21) 宅配 BOX メンテナンス料  
(22) 特殊建築物定期検査 (23) 自動ドア保守点検費 (24) 建築設備定期検査 
(25) 町内会費 (26) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料(※) (27) ｹｰﾌﾞﾙ TV 視聴料金(※) 
(28) 電話料 (29) 防火管理業務費 (30) 24 時間緊急対応 
(31) 常駐管理人警備等人件費 (32) 機械警備費 (33) 管理委託手数料 
その他：  
その他：  
その他：  



 - 48 -

２．賃貸住宅の「共益費」に関するアンケート調査結果 

１． 会社概要について 

(1) 管理物件数 

戸数 

種別 

1～ 101～ 501～ 1001

～ 

2001

～ 

3001

～ 

4001

～ 

5001

～ 

10001

～ 

無回 

答他 

居住用物件 30 43 40 39 15 19 9 19 13 0 

事業用物件 141 32 3 1 0 0 0 0 0 50 

 

(2) 総従業員数 

(3) 賃貸管理業従業員数 

人数 

種別 

1～ 6～ 11～ 31～ 51～ 101～ 501～ 1001～ 無回答

他 

総従業員数 24 46 68 31 26 25 4 1 2 

賃貸管理業 

従業員数 
110 40 49 10 9 4 0 0 5 

 

(4) 賃貸管理関係資格取得者 

人数 

種別 

1～ 6～ 11～ 31～ 51～ 101～ 

賃貸住宅管理士 

(日管協) 
106 21 12 3 2 0 

賃貸不動産管理士 

(全宅連) 
13 2 0 0 0 0 

不動産賃貸管理士 

(全日) 
8 0 0 0 0 0 

ビル経営管理士 3 0 0 0 0 0 

管理業務主任者 65 8 4 0 1 0 

「日管協」・・・(財)日本賃貸住宅管理協会 

「全宅連」・・・(社)全国宅地建物取引業協会連合会 

「全日」 ・・・(社)全日本不動産協会 
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２． 「共益費」の扱いについて 

(1) 「共用部分」の維持管理の対価として、入居者が貸主に対して支払う性格の費用の呼び方 

 回答数 

共益費 189 

管理費 50 

その他 8 

 

(2) 入居後、入居者が居住の対価として家主に支払う費用の項目について（重複回答あり） 

 回答数 

賃料(又は家賃) 215 

共益費 171 

管理費 52 

修繕費 11 

サービス料 3 

その他 7 

 

(3) 「共益費」収受の有無 

 回答数 

すべて収受している 57 

収受していない 14 

物件による 153 

 

(4) 「共益費」とは何か（重複回答あり） 

 回答数 

「共用部分」の維持管理の対価 182 

賃料(家賃)の一部 76 

その他 11 
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(5) 「共益費」の算出基準（重複回答あり） 

 回答数 

物件規模(部屋数)に応じて固定 58 

物件規模(階数)に応じて固定 89 

物件の構造に応じて固定 36 

近隣の相場を考慮して 90 

賃料(家賃)に対して固定した割合を乗じて 12 

かかる実費を予測し、シミュレーションして 74 

自社の定める基準にて 11 

その他 20 

 

３． 「共益費」の精算について 

(1) 「共益費」の経理処理方法 

項目

種別 
損益勘定 預り金勘定 

オーナー(所有者)

へ直接渡す 
その他 無回答他 

一般管理物件 20 37 161 7 2 

サブリース物件 78 10 30 16 93 

 

(2) 「共益費」精算の有無 

項目

種別 
している していない 物件による 無回答他 

一般管理物件 131 58 26 12 

サブリース物件 96 22 15 94 

 

(3) 精算は誰としているか（(1)で「預り金勘定」「オーナーへ直接渡す」との回答者のみ）       

（重複回答あり） 

項目

種別 
家主(オーナー) 入居者 

一般管理物件 69 39 

サブリース物件 26 24 
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４． 「共益費」の項目について 

(1) 次の項目のうち、「共益費」として収受しているものはどれか（重複回答あり） 

項目 収受有 項目 収受有 項目 収受有 

共用電気料 178 共用水道料 146 共用灯保守・交換料 156 

ｺﾞﾐ置場清掃費 130 定期清掃費 126 特別清掃費 45 

排水管及び桝清掃費 70 植栽剪定・管理費 73 砂場の管理 8 

専用庭管理費 15 消防点検費 90 昇降機保守点検費 104 

受水槽保守点検費 111 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ保守管理費 86 簡易専用水道点検費 27 

浄化槽保守点検費 98 雨水貯留槽保守管理費 25 受変電設備管理費 33 

設備機械遠隔監視料金 49 機械式駐車場保守管理費 31 宅配 BOX ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 34 

特殊建築物定期検査 23 自動ﾄﾞｱ保守点検費 44 建築設備定期検査 21 

町内会費 42 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料 17 ｹｰﾌﾞﾙ TV 視聴料金 33 

電話料 14 防火管理業務費 31 24 時間緊急対応 34 

常駐管理人警備等人件費 27 機械警備費 30 管理委託手数料 22 

その他 0 その他 0 その他 0 

・「特別清掃費」・・・共用廊下等ポリッシャー洗浄、ワックスがけ等 

・「インターネット利用料」「ケーブルＴＶ視聴料金」・・・入居者が通常個人で契約するプロバイダ

ー料金等を、オーナーが一括契約し、入居者から収受し、プロバイダー等へ支払う料金。 

 

５． その他 

(1) 収受している共益費はかかる経費と比べて見合うか 

 回答数 

見合っている 107 

見合っていない 80 

無回答他 40 

 

(2) 賃料(家賃)の査定方法について（重複回答あり） 

 回答数 

「共益費」の金額は無視して査定 35 

「共益費」の金額を考慮して査定 116 

建築費コストを考慮して査定 34 

近隣の類似物件を参考に査定 137 
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 ○回答者の所在地（本店） 

  ※地域の分類方法は、当協会の支部に合わせている。 

 回答数 

北海道（北海道） 8 

東北(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島) 17 

信越（山梨、長野、新潟） 5 

関東（栃木、群馬、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川） 116 

東海（静岡、愛知、三重、岐阜） 10 

北陸（富山、石川、福井） 9 

関西（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 22 

中国（岡山、広島、鳥取、島根、山口） 8 

四国（香川、徳島、愛媛、高知） 11 

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 12 

沖縄（沖縄） 6 

不明 3 
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Ⅱ 関連法令 

１．地代家賃統制令 

(1)地代家賃統制令（昭和 15 年 10 月 16 日勅令第 678 号） 

  第三条 借地又は借家の貸主（以下単に貸主と称す）は借地又は借家に付左の各号に規定する地代

又は家賃を超えて地代又は家賃を定むることを得ず 

  一 昭和 13 年 8 月 4 日以後本令施行前に地代又は家賃ありたるものに付ては本令施行前に於ける

最後の地代又は家賃 

  二 前号に該当せざる場合に於て本令施行後に地代又は家賃あるに至りたるものに付ては本令施

行後に於ける最初の地代又は家賃 

    前項第二号に規定する地代又は家賃あるに至りたるときは貸主は之を地方長官に届出づべし 

第四条 厚生大臣の定むる理由ある場合に於て地方長官の許可ありたるときは貸主は前条第一項

各号に規定する地代又は家賃を超えて地代又は家賃を定むることを得 

前項の規定に依り定めたる地代又は家賃は前条第一項及前項の規定の適用に付ては之を前条

第一項各号に規定する地代又は家賃と看做す 

第五条 第三条第一項第二号に規定する地代又は家賃に付ては厚生大臣其の適正標準を定む 

 

(2)地代家賃統制令施行規則（昭和 15 年 10 月 19 日厚生省令第 47 号） 

   第二条 令（地代家賃統制令）第四条第一項の事由ある場合とは左の各号の一に該当するに因り

令第三条第一項各号に規定する地代又は家賃が著しく定額なりと認めらるる場合とす 

   一 貸主に於て借地に付改良工事を施行し又は借家に付増築若は改造を為したるとき 

   二 借地又は借家に対する租税其の他の公課の増課ありたるとき 

   三 下宿屋、共同住宅其の他之に類する借家に付光熱費、消耗品費等の供益費の増嵩するに至り

たるとき 
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２．消防法 

(1)消防法（昭和 23 年 7月 24 日法律第 186 号） 

第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大規

模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用

途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対

象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうち

から防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、

通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検

及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。  

 

第八条の二の二 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定め

るものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物

における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの（次項

及び次条第一項において「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防火対象物における防火管

理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持そ

の他火災の予防上必要な事項（次項及び次条第一項において「点検対象事項」という。）がこの法

律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準（次項及び次条第一項

において「点検基準」という。）に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防

署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象と

なる事項については、この限りでない。  

○２ 前項の規定による点検（その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該

防火対象物全体（次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。）についての前項の規定に

よる点検）の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認め

られた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定め

る事項を記載した表示を付することができる。  

○３ 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は

同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。  

○４ 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されている

もの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で

権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることがで

きる。  

○５ 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。 

 

第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対

象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、

消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、避難その他



 - 55 -

の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、

設置し、及び維持しなければならない。  

第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該

防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第八条の二の二第一項の防火対象物に

あつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定めるところによ

り、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けて

いる者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、

その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。  

 

(2)消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号） 

（防火対象物の指定）  

第一条の二  法第八条第一項 の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以

上の小売店舗で百貨店以外のものとする。  

２  法第八条第一項 の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)

項から（十五）項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合

における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の

用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他

の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるも

のがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。  

３  法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。  

一  別表第一に掲げる防火対象物（同表（十六の三）項及び（十八）項から（二十）項までに掲

げるものを除く。次条において同じ。）で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者

の数（以下「収容人員」という。）が、同表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）

項イ、（十六）項イ及び（十六の二）項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防

火対象物にあつては五十人以上のもの  

二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定め

るもの  

イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物 

ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物 

ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物 

三  建造中の旅客船（船舶安全法 （昭和八年法律第十一号）第八条 に規定する旅客船をいう。）

で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの  

４  収容人員の算定方法は、総務省令で定める。  

（同一敷地内における二以上の防火対象物）  

第二条  同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象

物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項 の規定の適用については、一の

防火対象物とみなす 
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別表第一 （第一条の二―第三条、第四条の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九

条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四

―第三十六条関係） （関連する部分のみ抜粋） 

（五） イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 

（六） イ 病院、診療所又は助産所 

ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施

設（母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。）、身体障害者福祉センター、障害者支援施

設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、

就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設 

ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 

 

（防火対象物の指定）  

第六条  法第十七条第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。  

 

（消防用設備等の種類）  

第七条  法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避

難設備とする。  

２  前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に

掲げるものとする。  

一  消火器及び次に掲げる簡易消火用具  

イ 水バケツ 

ロ 水槽 

ハ 乾燥砂 

ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 

二  屋内消火栓設備  

三  スプリンクラー設備  

四  水噴霧消火設備  

五  泡消火設備  

六  不活性ガス消火設備  

七  ハロゲン化物消火設備  

八  粉末消火設備  

九  屋外消火栓設備  

十  動力消防ポンプ設備  

３  第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものと

する。  

一 自動火災報知設備  



 - 57 -

一の二  ガス漏れ火災警報設備（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 （昭

和四十二年法律第百四十九号）第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販

売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第二十一条の二、第三十六条の

二第一項及び第三十七条において同じ。）  

二 漏電火災警報器  

三 消防機関へ通報する火災報知設備  

四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備  

イ 非常ベル 

ロ 自動式サイレン 

ハ 放送設備 

４  第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備

であつて、次に掲げるものとする。  

一  すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具  

二  誘導灯及び誘導標識  

５ 法第十七条第一項 の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用

水とする。  

６ 法第十七条第一項 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結

送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。  

７ 第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火

安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項 に規定する政令で定める消防

の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。  

 

(3)消防法施行規則（昭和 36 年 4 月 1 日自治省令第 6号） 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告）  

第三十一条の六  法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に

応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。  

２  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の

設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。  

３  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳（第三十一条の

三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項

の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設

備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。）に記録するとともに、

次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報

告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備

等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。  

一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)

項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回  
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二  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十

七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回  

４  法第十七条の三の三 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消

防庁長官が定める。  

５  法第十七条の三の三 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定

める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防

庁長官が定める。  

６  法第十七条の三の三 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに

該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得するこ

とができる講習であつて、公益法人であつて総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人

であつて消防庁長官の登録を受けたもの（以下この条及び次条において「登録講習機関」という。）

の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点

検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類（次項及び次条第二項において「免状」

という。）の交付を受けている者（次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。）

とする。  

一  法第十七条の六 に規定する消防設備士  

二  電気工事士法 （昭和三十五年法律第百三十九号）第三条 に規定する電気工事士  

三  建設業法 （昭和二十四年法律第百号）第二十七条 並びに建設業法施行令 （昭和三十一年政

令第二百七十三号）第二十七条の三 及び第二十七条の八 に規定する管工事施工管理技士  

四  水道法 （昭和三十二年法律第百七十七号）第十二条 及び水道法施行令 （昭和三十二年政令

第三百三十六号）第三条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者  

五  建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者  

六  建築士法第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士  

七  学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号 ）

による大学又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号 ）による専門学校において機械、電

気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等

の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者  

八  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十

六号 ）による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業

した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有す

る者  

九  消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する

者  

十  前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者  

７  消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。  

一  成年被後見人又は被保佐人となつたとき。  

二  禁錮以上の刑に処せられたとき。  

三  法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。  

四  消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。  
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五  資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。  

六  消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する

免状の交付を受けなかつたとき。  
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３．建築基準法 

(1)建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

（建築物の建築等に関する申請及び確認）  

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようと

する場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる

場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は

第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画

が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の

規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令

及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることについて、

確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該

確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号

から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建

築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの

建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物

を建築しようとする場合も、同様とする。  

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が

百平方メートルを超えるもの  

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル

若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの  

三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの  

四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県

知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法 （平成十

六年法律第百十号）第七十四条第一項 の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域

内における建築物  

別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物（第六条、第二十七条、

第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係）  

  （い） （ろ） （は） （に） 

  用途 （い）欄

の用途に

供する階

（い）欄の用途に供す

る部分（（一）項の場

合にあつては客席、

（五）項の場合にあつ

ては三階以上の部分

に限る。）の床面積の

合計 

（い）欄の用途に供する部分

（（二）項及び（四）項の場合

にあつては二階の部分に限

り、かつ病院及び診療所につ

いてはその部分に患者の収容

施設がある場合に限る。）の床

面積の合計 

（一） 劇場、映画館、演芸場、観 三階以上 二百平方メートル（屋   
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覧場、公会堂、集会場その

他これらに類するもので

政令で定めるもの 

の階 外観覧席にあつては、

千平方メートル）以上

（二） 病院、診療所（患者の収容

施設があるものに限る。）

ホテル、旅館、下宿、共同

住宅、寄宿舎その他これら

に類するもので政令で定

めるもの 

三階以上

の階 

 三百平方メートル以上 

（三） 学校、体育館その他これら

に類するもので政令で定

めるもの 

三階以上

の階 

 二千平方メートル以上 

（四） 百貨店、マーケット、展示

場、キャバレー、カフェー、

ナイトクラブ、バー、ダン

スホール、遊技場その他こ

れらに類するもので政令

で定めるもの 

三階以上

の階 

三千平方メートル以

上 

五百平方メートル以上 

（五） 倉庫その他これに類する

もので政令で定めるもの 

 二百平方メートル以

上 

千五百平方メートル以上 

（六） 自動車車庫、自動車修理工

場その他これらに類する

もので政令で定めるもの 

三階以上

の階 

  百五十平方メートル以上 

 

（報告、検査等）  

第十二条  第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物（国、都道府県及び建築

主事を置く市町村の建築物を除く。）で特定行政庁が指定するものの所有者（所有者と管理者が異

なる場合においては、管理者。第三項において同じ。）は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備

について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国

土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査（当該建築物の敷地及び構造についての損

傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除

く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。  

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物その他

前項の政令で定める建築物に限る。）の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又

はその委任を受けた者（以下この章において「国の機関の長等」という。）は、当該建築物の敷

地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建

築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならな

い。  
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３ 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機

以外の建築設備（国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。）で特

定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところによ

り、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査（当

該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その結果を特

定行政庁に報告しなければならない。  

４ 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府

県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令

で定める建築物に限る。）の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところによ

り、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の

劣化の状況の点検をさせなければならない。  

 

(2)建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

（定期報告を要する建築物）  

第十六条  法第十二条第一項 の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。  

（勧告の対象となる建築物）  

第十四条の二  法第十条第一項 の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供す

る建築物（法第六条第一項第一号 に掲げる建築物を除く。）のうち、次の各号のいずれにも該当

するものとする。  

一  階数が五以上である建築物  

二  延べ面積が千平方メートルを超える建築物  

 

(3)建築基準法施行規則（昭和 25 年 11 月 16 日建設省令第 40 号） 

（建築物の定期報告）  

第五条  法第十二条第一項 （法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、

おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期（法第十二条第一項 の規定に

よる指定があつた日以後の新築又は改築（一部の改築を除く。）に係る建築物について、建築主が

法第七条第五項 （法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第

六条第一項において同じ。）又は法第七条の二第五項 （法第八十七条の二 又は法第八十八条第一

項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。）の規定による検査済証の交付を

受けた場合においては、その直後の時期を除く。）とする。  

２  法第十二条第一項 の規定による報告は、別記第三十六号の二の四様式による報告書及び別記

第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書によるものとする。ただし、特定行政庁が規

則により同様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあつては、当

該様式による報告書によるものとする。 
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３  法第十二条第一項 の規定による報告は、前項の報告書に、特定行政庁が建築物の敷地、構造

及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければ

ならない 
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４．水道法 

(1)水道法（昭和 32 年 6月 15 日法律第 177 号） 

（水質検査）  

第二十条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わな

ければならない。  

２ 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質

検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。  

３ 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければなら

ない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は

厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。  

（簡易専用水道） 

第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理し

なければならない。  

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところに

より、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければな

らない。  

（検査の義務）  

第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求めら

れたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなけれ

ばならない。  

 

(2)水道法施行規則（昭和 32 年 12 月 14 日厚生省令第 45 号） 

（定期及び臨時の水質検査）  

第十五条 法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うも

のとする。  

一  次に掲げる検査を行うこと。  

イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 

ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令 の表（以下この項及び次項において「基

準の表」という。）の上欄に掲げる事項についての検査 

二  検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水

道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する

こと。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から二十の項まで、三十五の

項、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項については、

送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、

給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選

定することができる。  

三  第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。  
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イ 基準の表中一の項、二の項、三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事

項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十七の

項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により

供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、

おおむね三箇月に一回以上とすることができる。 

ロ 基準の表中四十一の項及び四十二の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に

おける当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要

がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。 

ハ 基準の表中三の項から三十六の項まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十

四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。

ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から二十の項まで、三十一の項から三十六の項

まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する

検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大き

く変わるおそれが少ないと認められる場合（過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄

水方法を変更した場合を除く。）であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結

果がすべて当該事項に係る水質基準値（基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下こ

の項において「基準値」という。）の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、

過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であると

きは、おおむね三年に一回以上とすることができる。 

四  次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値

の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を

行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、

省略することができること。 

 

基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十一の項、十二の

項（海水を原水とする場合を除く。）、二十五の項（浄水処理に

オゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合

を除く。）、三十五の項、三十六の項、三十八の項から四十の項

まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項 

原水並びに水源及びその周辺の状況

基準の表中六の項、八の項及び三十一の項から三十四の項まで

の上欄に掲げる事項 

原水、水源及びその周辺の状況並び

に水道施設の技術的基準を定める省

令（平成十二年厚生省令第十五号）

第一条第十四号の薬品等及び同条第

十七号の資機材等の使用状況 

基準の表中十三の項から二十の項までの上欄に掲げる事項 原水並びに水源及びその周辺の状況

(地下水を水源とする場合は、近傍の

地域における地下水の状況を含む。)

基準の表中四十一の項及び四十二の項の上欄に掲げる事項 原水並びに水源及びその周辺の状況

（湖沼等水が停滞しやすい水域を水
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源とする場合は、上欄に掲げる事項

を産出する藻類の発生状況を含む。）

 

２ 法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものと

する。  

一 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げ

る事項について検査を行うこと。  

二 検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。  

三 基準の表中一の項、二の項、三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項

以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められ

る場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。  

３ 第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令 に規定する厚生労働大臣

が定める方法によつて行うものとする。  

４ 第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に

関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。  

５ 第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。  

６ 水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画（以下「水質検査計画」

という。）を策定しなければならない。  

７ 水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの  

二 第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由  

三 第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由  

四 第二項の検査に関する事項  

五 法第二十条第三項 の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容  

六 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項  

（管理基準）  

第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げ

るものとする。  

一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。  

二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ず

ること。  

三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたとき

は、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。  

四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、か

つ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。  

（検査）  

第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。  

２  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。  
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５．浄化槽法 

(1)浄化槽法（昭和 58年 5 月 18 日法律第 43 号） 

（設置後等の水質検査）  

第七条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省

令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者

で当該浄化槽の管理について権原を有するもの（以下「浄化槽管理者」という。）は、都道府県

知事が第五十七条第一項の規定により指定する者（以下「指定検査機関」という。）の行う水質

に関する検査を受けなければならない。  

２  指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところによ

り、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。  

（保守点検）  

第八条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。  

（清掃）  

第九条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。  

（浄化槽管理者の義務）  

第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回（環境省令で定める場合にあ

つては、環境省令で定める回数）、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。  

２ 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上

の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者（以下「技術管理者」とい

う。）を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、こ

の限りでない。  

３ 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点

検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録

制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託す

ることができる。  

第十条の二 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から三十日以内に、環境省令で定める事

項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。  

２ 前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したと

きは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提

出しなければならない。  

３ 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日

以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。  

（定期検査）  

第十一条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回（環境省令で定める浄化

槽については、環境省令で定める回数）、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければ

ならない。  

２ 第七条第二項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。  
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(2)浄化槽法施行規則（昭和 59 年 3月 30 日厚生省令第 17 号） 

（保守点検の時期及び記録等）  

第五条 浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の

直前に行うものとする。  

２ 浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければな

らない。ただし、法第十条第三項 の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委

託を受けた者（以下この条において「受託者」という。）は、保守点検又は清掃の記録を作成し、

浄化槽管理者に交付しなければならない。  

３ 受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき（次項の規定に

より保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。）は、浄化槽管理者に対

し、その内容を説明しなければならない。  

４ 受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定

めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該受

託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。  

一 電子情報処理組織（受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法のうちイ又はロに掲げる

もの  

イ 受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気

通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法 

ロ 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記

録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該浄化槽管理者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法（電磁的方法による提

供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあつては、受託者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物（第三十六条及び第五十条において「磁気ディスク等」という。）をも

つて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する

方法  

５ 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成す

ることができるものでなければならない。  

６ 受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内

容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

一 第四項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの  

二 ファイルへの記録の方式  
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７ 前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁

的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は

清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理

者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。  

８ 浄化槽管理者は、第二項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただ

し書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方

法により提供された電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。次項において同じ。）を三年間保存しなければならない。  

９ 受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四

項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。  

（保守点検の回数の特例）  

第六条 みなし浄化槽に関する法第十条第一項 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態

において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 

 

処理方式 浄化槽の種類 期間 

一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 三月 

二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以

下の浄化槽 

二月 

全ばつ気方式 

三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 一月 

一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 

二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以

下の浄化槽 

三月 

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式又は単純

ばつ気方式 

三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 二月 

散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過

方式 

  六月 

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし（屎）尿浄化

槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳＡ三三〇二）」に定めるところによるものとする。この場合におい

て、一未満の端数は、切り上げるものとする。 

 

 

２ 浄化槽に関する法第十条第一項 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、

次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 

 

処理方式 浄化槽の種類 期間 

一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気

方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 二 処理対象人員が二一人以上五〇人以下の浄

化槽 

三月 
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活性汚泥方式   一週 

一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有

する浄化槽 

一週 

二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調

整槽を有する浄化槽（一に掲げるものを除く。） 

二週 

回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水

ろ床方式 

三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽 三月 

備考 この表における処理対象人員の算

定は、日本工業規格「建築物の用途別によ

るし（屎）尿浄化槽の処理対象人員算定基

準（ＪＩＳＡ三三〇二）」に定めるところ

によるものとする。この場合において、一

未満の端数は、切り上げるものとする。 

 

 

３ 環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とす

る。  

４ 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前三項の規定にかかわらず、

必要に応じて行うものとする。  

（清掃の回数の特例）  

第七条 法第十条第一項 の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむ

ね六月ごとに一回以上とする。  

（技術管理者の資格）  

第八条 法第十条第二項 の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、

同項 に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二

年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められ

る者であることとする。  

（報告の記載事項）  

第八条の二 法第十条の二第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二 浄化槽の規模  

三 設置場所  

四 設置の届出の年月日  

五 使用開始年月日  

六 法第十条第二項 に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名  

２ 法第十条の二第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二 設置場所  

三 変更後の技術管理者の氏名  

四 変更年月日  
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３ 法第十条の二第三項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二 設置場所  

三 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称  

四 変更年月日  

（期限の特例）  

第八条の三 法第十条の二 に規定する報告書の提出の期限が地方自治法 （昭和二十二年法律第六

十七号）第四条の二第一項 に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休

日の翌日をもつてその期限とみなす。  

（定期検査の内容等）  

第九条 法第十一条第一項 の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が

定めるところによるものとする。  

２ 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託す

ることができる。  

（定期検査の報告）  

第九条の二 第四条の二の規定は、法第十一条第二項 において準用する法第七条第二項 の規定に

よる報告について準用する。この場合において、第四条の二中「設置後等の水質検査」とあるの

は「定期検査」と、同条第二項第五号中「浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称（設

置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含

む。）」とあるのは「前回の定期検査（定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等

の水質検査）の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 72 -

６．電気事業法 

(1)電気事業法（昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号） 

第三章 電気工作物  

  第一節 定義  

第三十八条  この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただ

し、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下

同じ。）に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が

発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。  

一  他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内に

おいてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電気的に

接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外の電線路に

よりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの  

二  構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電

気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令

で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によ

りその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの  

三  前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの  

２  前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電

気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。  

３  この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。  

４  この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用

電気工作物以外の電気工作物をいう。  

 

（保安規程）  

第四十二条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必

要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用

（第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、そ

の工事）の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。  

２  事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を

経済産業大臣に届け出なければならない。  

３  経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要

があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命

ずることができる。  

４  事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない 
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(2)電気事業法施行規則（平成 7年 10 月 18 日通商産業省令第 77 号） 

（一般用電気工作物の範囲）  

第四十八条  法第三十八条第一項 の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。  

一  火薬類取締法 （昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項 に規定する火薬類（煙火を

除く。）を製造する事業場  

二  鉱山保安法施行規則 （平成十六年経済産業省令第九十六号）が適用される鉱山のうち、同令

第一条第二項第八号 に規定する石炭坑  

２  法第三十八条第一項第一号 の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。  

３  法第三十八条第二項 の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。  

４  法第三十八条第二項 の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。た

だし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気

的に接続され、それらの設備の出力の合計が二十キロワット以上となるものを除く。  

一  太陽電池発電設備であって出力二十キロワット未満のもの  

二  風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの  

三  水力発電設備であって出力十キロワット未満のもの（ダムを伴うものを除く。）  

四  内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの  

五  燃料電池発電設備（固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・

一メガパスカル（液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル）未満のものに限る。）

であって出力十キロワット未満のもの  

 

（保安規程）  

第五十条  法第四十二条第一項 の保安規程は、使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者

検査（以下「法定事業者検査」と総称する。）を実施する組織については次の第一号から第九号

までに掲げる事項について、それ以外の組織については次の第一号から第七号まで及び第九号に

掲げる事項について定めるものとする。ただし、鉱山保安法 （昭和二十四年法律第七十号）、鉄

道営業法 （明治三十三年法律第六十五号）、軌道法 （大正十年法律第七十六号）又は鉄道事業

法 （昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される自家用電気工作物については発

電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について、原子力設備については、蒸気タービン、補

助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙（大気汚染防止法 （昭和四十

三年法律第九十七号）第二条第一項 に規定するものをいう。以下同じ。）の処理設備（以下「ば

い煙処理設備」という。）の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接

事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。  

一  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関する

こと。  

二  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。  

三  事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関する

こと。  

四  事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。  
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五  発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。  

六  災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。  

七  事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。  

八  事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。  

九  その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 
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７．有線テレビジョン放送法 

(1)有線テレビジョン放送法（昭和 47 年 7 月 1日法律第 114 号） 

（定義）  

第二条  この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送（公衆によつて直接受信さ

れることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。）であつて、有線ラジオ放送業務

の運用の規正に関する法律 （昭和二十六年法律第百三十五号）第二条 に規定する有線ラジオ放

送以外のものをいう。  

２  この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行うための

有線電気通信設備（再送信を行うための受信空中線その他放送及び電気通信役務利用放送（電気

通信役務利用放送法 （平成十三年法律第八十五号）第二条第一項 に規定する電気通信役務利用

放送をいう。以下同じ。）の受信に必要な設備を含む。）をいう。  

３  この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置

することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。  

４  この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行

なう者をいう。  

（報告及び検査）  

第二十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に

対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、

有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、

又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の

業務の状況の報告を求めることができる。  

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しな

ければならない。  

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。  

 

(2)有線テレビジョン放送法施行規則（昭和 47 年 12 月 14 日郵政省令第 40 号） 

（報告の徴収）  

第二条 法第二十七条第一項 の規定により総務大臣が有線テレビジョン放送事業者に対し報告を

求めることができる事項は、次のとおりとする。  

一 法第十二条の二 に規定する許可その他法令に基づく処分又は土地若しくは電柱その他の工作

物の所有者等の承諾に関する事項  

二 法第十三条第一項 の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の役務

の提供条件その他当該再送信の業務の方法に関する事項  

三 法第十三条第二項 の規定によるテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通

信役務利用放送の再送信についての放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者の同意に関す

る事項  
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四 法第十五条 の規定による届出に係る役務の料金に関する事項  

五 業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由  

六 法第十七条 において準用する放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第四条第一項 の規

定による訂正又は取消しの有線テレビジョン放送に関する事項  

七 有線テレビジョン放送の放送番組の編集の基準に関する事項及び有線テレビジョン放送の放

送番組の編集に関する基本計画に関する事項  

八 放送番組審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対

して講じた措置に関する事項  
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Ⅲ 関連図書 

１．「集団生活としてのアパートの維持管理の研究」（昭和 31 年 日本住宅公団調査研究課） 

  まえがき（抄） 

   戦后各地に「アパート」団地が沢山できたが、何れも一カ所に多くの戸数を積み重ねて住んで居

る丈で、特に維持管理に力を入れて居る例は少く個々の建物については幾分考慮を払はれても、集

団的な生活を行ふ場としての維持管理は殆ど行はれていないのが実状である。之は予算上の関係も

あるが、公団は自ら建設し賃貸し自ら管理する建前であるから従来通りのやり方で安易にすませな

い事情にある。公団住宅が従来のアパート団地と異なった特色をもつとすればその重要な要素の一

つとして親切な維持管理と言ふことが考えられる。公団住宅が次々と竣工し急激に入居者が入ると

同時に起って来る問題であり、その為管理部内からも早急に公団の管理方式を決定の参考として早

急に着手方要望があり研究課題として上げた。 

   団地の各個の維持管理は勿論集団生活として生れてくる諸問題の処理の仕方について実態調査

を中心にして資料を集め管理方式の指針となるものを出すことを目標としている。 

 

2．4 共益費の徴収（Ｐ37～） 

  社会活動の単位として一つの集団が構成されるとき、その集団の構成員共通の利益を図るために

必要な費用を伴うものである。住生活においては住宅団地が一つの単位であって、ここには個人の

専有に不適当又は不可能な施設或いは共同処理の組織が必要になってくる。このような共通の利益

を図るための費用は共同して支出することは当然考えられなければならない。即ち外灯、児童遊園

その他の共同施設は夜警、塵埃処理等の費用がこれに該当する。これらの費用は、共同費又は共益

費として称されるもので別章においてその詳細を述べているのでここはその概略とその徴収方法

のみとする。共益費をその要素に分けると次のようなものがある。 

(イ) 水道料 

水道料は、各戸にメーターがある場合にはその専用部分が明瞭であり各戸料金が算出され支払われ

るが、各戸にメーターのない場合には共同使用をすることになり、共益費として取扱はれる 

庭園用の水道栓は特定人の使用ではなく共益費である。その共同使用の費用の分担方法としては、

種々考えられ、各家庭均等割又は成人率数割が普通に行われている。 

戸山公務員アパートにおいて各戸にメーターがなく費用を２等分して各家庭均等割及び各家庭の

人頭の合計として徴収し、又他の例としては江戸川アパートは単身者 150 円、世帯持 250 円の月割と

している。しかし、水道の使用は員数に比例するものであることからみれば各戸メーターのない場合

は成人率数割又はこれに準ずる方法が適当と考えられ、各戸にメーターのある場合は均等割によるの

もよいと考える。 

(ロ) 電気料 

電気料は、その使用目的が複雑でありしたがって使用量は各家庭により、相当異なるので普通各戸

にメーターが取付けてあり、共益費となるのは廊下、階段の照明灯及び庭園、道路等の街灯、ポンプ

の動力用等のための電力である。電気料は、共益費の内容となる種目にもよるが、最もウェイトの高

いもので共益費の３割か４割を占めている。電気料の各戸割当は照明用の電灯については各戸均等割、

高架水槽の揚力ポンプ及び浄化槽の排水ポンプの動力用は成人率数割が適当と考えられる。 
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(ハ) 衛生掃除費 

衛生掃除には、浄化槽の清掃及び消毒の費用、塵埃処理の費用、独身者住宅の場合の掃除婦の人件

費等がある。浄化槽の清掃は、専門請負業者に浄化槽内部の清掃をやってもらうのであり、年１回は

実施する必要がある。又消毒とは浄化槽の薬槽に月１回程度消毒薬を投入するのである。    

この浄化槽の清掃及び消毒の費用は電気料と同程度の支出を要するものであり、その各戸分担は成

人率数によるのが適当と考えられる。次いで塵芥処理は、都市においては市町村等地方公共団体が有

料又は無料で集塵し処理するものであるが共同塵芥箱かた人夫に集塵してもらうために特別な費用

を支払うことになる。清掃婦は、独身者住宅の廊下、集会室、便所等共用部の清掃を行うものであり、

その各戸分担は成人率数によるのが適当と考えられる。 

(ニ) 共同施設費 

共用の庭園、児童遊園等の共同施設の樹木、草花の手入、遊技施設の修理等の維持、管理費でこれ

も管理費で処理することも考えられるが、その性格から賃貸住宅に不可欠の要素というよりは住生活

に助長的なものとしての意味に解せられ、又団地間相互の関連等から共益費として処理するのが適当

と考えられる。 

(ホ) 警防費 

夜警の主任務が火災の予防にあることからアパートの団地では通常みかけないものであるが実施

するとすれば共益費とするものである。 

(ヘ) 共同浴室の費用 

独身者住宅に共同浴室を設置した場合は、その燃料費、水道料及び使用人の人件費等も共益費とし

て取扱って差支ないと考える。しかし、共同浴室の費用は入浴券という形で徴収することも考えられ

る。共益費は上記のように各戸メーターのない場合の水道料、電気料及び共同浴室の費用を除いて多

くは住宅及び共同施設の維持管理の費用とみられるものであり共益費と経営費の中に含まれる修繕

費または管理費との関係は単にこの分類だけで明瞭に区分できるものでなく、共益費と普通取扱れる

ものの中に修繕費又は管理費で処理されると考えられるものを含まれているものである。賃貸住宅の

契約を住宅として施設のみの貸借であると考え、これが使用上の費用は使用者によって分担するもの

であるとするならば、修繕費又は管理費の中にも共益費として取扱う方が妥当なものが存在するので

ある。したがってその負担区分は修繕又は管理の字句にかかわらずその内容を明確にしておく必要が

ある。次にその各戸えの割当は要素別に記述した以外のものについては住宅の利用家族の構成等から

みて概ね均等の方法が適当と考えられる。 
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２．「住宅経営管理上の法律問題に関する研究」（昭和 33 年 日本住宅公団調査研究課） 

（「共益費」に関する事項の抜粋） 

第６節 共益費（Ｐ223～） 

 第１ 概説 

６． 共同住宅の使用関係 

  建物が区割されて２個以上の賃貸借契約が成立している場合には、借家人が専用する部分にほ

かに、借家人が共同して使用する部分(共用部分)がある。例えば、下宿屋またはアパートにおい

て、下宿人または居住者が廊下、階段、炊事場、便所、洗濯所、浴場を使用する場合である。ま

た、最近非常に多くなった集団共同住宅においては、居住者が共同施設（例えば、共同浴場、児

童遊園、集会所）を使用する場合である。これらの場合にあっては、建物について単一の賃貸借

契約が成立している場合を思って、賃借人の使用関係は、専用部分に対するものと共用部分に対

するものとについて生ずる。借家人は、専用部分を使用収益する対価として家賃を、共用部分の

利用についてはいわゆる共益費を、それぞれ支払っている。民法の先取特権の章に共益費用とい

う用語があるが（306 条、307 条、329 条）、それは共同住宅の共用部分の利用に対し、支払われ

る共益費とは意味を異にする。民法には共益費に関する規定がなく、地代家賃統制令で共益費も

統制の対象となることを規定しているにすぎない（11 条） 

７． 共用部分に対する専有関係 

  共用部分を利用する借家人は共用部分についても占有権を取得するものであらうか。この問題

は、共用部分の管理が賃貸人に属するかどうかにあるものと考える。まず、賃貸住宅に借家人だ

けが居住している場合には、借家人は共用部分の占有権を取得するといわなければならない。こ

れに反し、賃貸住宅に賃貸人も居住するか（例えば下宿屋）または賃貸人が管理人をおいている

場合（例えばアパート、集団住宅）には、共用部分の占有権は賃貸人に属し、賃借人は占有権を

取得したいと考える。 

 

第２ 共益費の性質 

１． 共益費負担特約と賃貸借契約との関係 

  一般の建物賃貸借契約にあっては、借家人は家主に対し使用収益の対価を支払えばよいのであ

るが、集団的賃貸住宅において、共同施設を利用する居住者が共益費を負担するのは、賃貸借契

約に附随してなされる別個の契約関係による。共同施設は実際上の集団的住宅の利用を維持する

うえに欠くことができないものであるから、賃貸借契約と共に共益費負担特約との間には密接な

結合関係を認めなければならない。しかし、共益費負担契約の成立と消滅は賃貸借契約のそれと

ともにする。 

２． 共用部分の維持保存に関する費用である。 

  共益費は、集団住宅の居住者が共同して施設を使用する場合、その施設を維持保存するために

必要な費用である。したがって、居住者が専用部分の賃貸借契約にもとづいて支払う家賃とは別

個のものである。 

(イ) 共用部分の維持保存に必要なものに限る。 

借家人が負担する共益費の範囲は、契約によってきまる。賃貸人が賃借人をして賃貸借の目的物
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を使用収益せしめる積極的義務を負うものであるとすれば、（大審判昭 5．7．26 民集 9巻 704 頁）

賃借人は共用部分の維持保存に必要な一切の費用をも負担することになる。しかし、その費用の全

部または一部を居住者に負担させるという契約は、賃借人が修繕義務を負担する特約が有効である

と同様に有効である。そうして、その範囲が共用部分の維持保存上必要なものと認められるものに

限られることはいうまでもない。 

(ロ) 負担者は特約による。 

共益費負担に関する特約がなければ、賃貸借目的物の使用収益について積極的義務を負う賃貸人

が共益費を負担しなければならないことは、(イ)に述べたところから容易に理解することができる

であろう。そうして特約によって居住者の負担する共益費の部分が決められた場合には、共用部分

について生じたそれ以外の費用はすべて賃貸人が負担しなければならない。 

(ハ) 居住者の負担する範囲。 

居住者が負担する共益費の範囲も契約によってきまる。公団賃貸住宅のようにその範囲も明示し

ている場合もあるが、公営住宅のように「共同施設の使用に要する費用」として、その範囲を明示

しないものもある（建設省住宅局編・公営住宅管理執務提要 178 頁） 

地代家賃統制令では、廊下、階段、便所、洗面所、洗濯所などの共用部分について、貸主が行う

清掃および手入に関する費用を共益費と定めているが（昭 27．12．4 建設省告示 1418 号）、これは

専らアパート貸室契約の場合を指すものであらう。また、その範囲を明示した場合にあっても、例

えば単身向公団賃貸住宅に定められている「小修理」に関する解釈について（契約書第 7 条 6 号 7

号）、問題がおこるであらう。 

この場合には、家賃決定の基準となっている修繕費の量を考慮する必要があると考える。 

 

(ニ) 居住者は負担を拒絶できない。 

居住者が負担するものとされる共益費のうちには、居住者が事実上利用できない施設に関する費

用を含む場合がある。例えば、子供のない居住者は砂場を利用することがないであらう。この場合

においても、居住者は利用しないことを理由として利用しない部分の費用の支払いを拒絶すること

はできない。けだし、居住者の主観的事情を認めることは、集団的共同生活の秩序を破壊すること

になるからである。 

３． 居住者には個別的に負担額払い債務を負う。 

共益費負担契約は、居住者との間に個別的に締結される賃貸借契約に附随して成立する法律関係

であるから、居住者はそれぞれ賃借人に対して、共益費の負担額を支払う債務を負うにすぎないの

であって、居住者各自は共益費の全額を支払う債務を有しない。共同賃借人の場合の法律関係とは

異なる。 

４． 共益費負担契約の法律関係 

 共益費負担契約は、共同住宅の賃貸借契約に附随して、共用部分を利用する賃借人が賃貸人に対

しその維持保存に要する費用を支払うことを約するものである。賃借人の支払う負担額は賃貸人の

維持保存行為に対する対価ではないから（負担額の報酬ではない）、賃貸人と賃借人との間に請負契

約類似の法律関係（民 632 条以下）を生じないと考える。また、賃貸人が共用部分の維持保存に協

力することは、賃貸人の積極的義務の面からいっても当然であり、共用部分を利用する賃借人が維

持保存費用を負担することも賃借人の義務といわなければならず、この場合に、とくに賃借人は賃
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貸人に対し共用部分の維持保存に関する事務を委託したとみることは（民 656 条参照）、当事者の意

志に反するばかりでなく、実情にもそわない。すなわち、共益費負担契約は、共同住宅の賃貸借契

約関係から生ずる共益費の負担に関する特殊の契約であると考える。そうして、その法律関係は、

共同住宅に関する賃貸借契約の特異性と信義則とを考慮して規制しなければならない。 

(イ) 賃貸人は維持保存行為をなす義務を負う。 

賃貸人が共用部分について維持保存に関する行為をしなければならぬことはいうまでもあるま

い。したがって、維持保存行為をしない賃貸人が賃借人に対し負担額を請求しても、賃借人によっ

て維持保存をするまでその支払を拒絶される（民 533 条）。 

(ロ) 賃借人は負担額支払の義務を負う。 

 賃借人は賃貸人がなす維持保存に関する費用を負担しなければならない。もし、賃貸人が維持保

存行為をしない場合には、賃借人は、賃貸人が維持保存に必要な行為をなすまで、負担額の支払い

を拒絶することができる（民 533 条）。賃借人は、賃貸人において維持保存をしないことを理由と

して、共益費負担契約を解除することができるか。共益費負担契約は賃貸借契約に附随する契約関

係であるから、賃貸借契約から共益費負担契約だけを切り離すことは無意味である。したがって、

賃借人は、賃貸借契約とともにしなければ解除することができないと解しなければならない。 

(ハ) 賃貸人は報告義務を負うか。 

 賃貸人は賃借人に対し支出した費用額の内容を報告しなければならないか（民 645 条参照）。原

則として賃貸人は報告する必要がないと考える。ただし、賃貸人の毎月定める負担額を支払うとの

約定がある場合には、賃貸人は共用部分の管理状況に基づいて共益費を算定するわけであるから、

賃借人の請求があれば、賃貸人に負担額の基礎となった費用額の内容と現実に支出した費用額とを

明示する義務があるとなすのが信義則に合する。とくに住宅公団のように、国家の住宅政策に協力

する公共的性格を有するものにあっては、報告義務があるといわなければならない。ただし、衣大

案の賃貸借にあっては、賃借人が賃貸人に対し費用額の支出状況について報告を求めるという例は

ほとんどないようである。 

 

第３ 共益費に関する問題 

１． 負担額 

 特約がない限り、居住者は平等の割合に負担するとしなければならない。けだし、居住者は共同

部分を利用する機会を平等に有するとみなければならないからである。地代家賃統制令ではその額

を算出する基準が定められている。集団住宅のうちに入居者にない部分があった場合に、現居住者

の員数によって共益費を負担するか。入居者のない部分が存在するかどうかは、現居住者とは関係

ないことであり、また共用部分を使用する員数の減少に伴い共同部分の使用に対する現居住者の利

益が増加することも考えられない。入居者がないことによる不利益は専ら賃貸人においてこれを負

わねばならない。 

このことは、現居住者が入居者のない部分の家賃を負わないことからいっても明らかである。し

たがって、現居住者の負担額は、住宅全部に入居者がある場合の員数によって算出された額による。 

２． 負担額の増減 

 賃貸人が毎月居住者の負担額をきめるという約定がある場合には負担額はその時の経済事情に即

した費用額を基準として算出するであらうから問題がない。これに反し、一定額の共益費を負担す
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るという約定がある場合には、その約定後に経済事情が変動すると、約定負担額が不相当と認めら

れる場合を生ずるのは、賃料におけると同様である。共益費の増減に関する特約があれば特約にも

とづいて、特約がなければ借家法第７条の類推適用によって、賃貸人または居住者は共益費の増減

を請求できると考える。 

３． 共益費の流用 

 賃貸人は、居住者から受領した共益費を共用部分の維持保存すること以外の費用に使用すること

ができるであらうか（民 647 条参照）。共益費負担契約の法律関係として、賃借人は共用部分につい

て賃貸人がなす維持保存行為に要する費用を負担するものと解するならば（２の(4)参照）、賃貸人

は共益費を共用部分の維持保存以外のものに流用した場合において、このために共用部分の維持保

存がなされていないならば、賃借人は賃貸人に対し次期以後における共益費の減額を請求できると

考える。 

４． 共益費の清算 

 賃貸人は賃借人に対し支出した費用額と受領した共益費とに関する計算を報告する必要があるが

（民 645 条、647 条参照）、前述のように（２の(4)の(ハ)参照）原則として賃貸人が報告義務を負

わないとするならば、賃貸人は計算に関する事項を開示するを要しない。ただし、公共的性格を有

する共同住宅の賃貸人に信義則上報告義務があるとするならば（２の(4)の(ハ)参照）、賃貸人は賃

借人からの要求によって掲載関係を開示しなければならないことになる。 

５． 負担額の不履行と賃貸借の解除 

 共益費負担契約は、賃貸借契約に附随するものではあるが、賃貸借契約関係とは密接な結合関係

に立つものである。したがって、共益費負担義務を負える居住者がその義務を履行しない場合には、

一般原則に従って（民 541 条）、賃貸人は居住者との賃貸借契約を解除できると考える。判例によれ

ば、不動産売買代金の判るおよび公課の一部不払は附随的義務の違反であるから、これを不履行を

理由とする契約の解除は許されないとする（大審判昭 13．9．30 民集 17 巻 1775 頁）。しかし、共益

費負担契約は集団住宅の賃貸借契約との間に密接な結合関係を有するものであるし、共益費負担債

務の不履行は集団的共同生活の秩序をみだすことになるから、不履行の居住者との間に賃貸借契約

を存続せしめることは集団住宅の法律関係の特異性からみて妥当でない。もっとも、滞納額がきわ

めて少額である場合には、信義則上賃貸借を解除することは認められないであらう。 
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３．日本住宅公団賃貸住宅団地管理規程 

(1)日本住宅公団賃貸住宅団地管理規程（抄） 

第７章 共益費 

（共益費の算定） 

第 56 条 賃貸住宅団地における共用部分の維持運営その他居住者又は施設賃借人の共通の利便を

図るために必要な経費は、これを共益費として居住者又は施設賃借人に負担させるものとし、その

額は、月割とし、次の各号に掲げる費用の額を基準として、支社長が定める。 

  一 賃貸住宅団地内の電気、水道及びガスの使用に伴う諸費用（居住者又は施設賃借人の専用部分

に係るそれらの使用料は除く。） 

  二 賃貸住宅又は賃貸施設の室外のごみの処理に要する費用 

  三 賃貸住宅又は賃貸施設の室外の給水施設、汚水処理施設その他の排水施設、遊戯施設その他の

雑構物等の維持又は運営に要する費用 

  四 賃貸住宅団地内の道路、植樹、花壇、砂場、芝生等の清掃、消毒及び手入れに要する費用 

  五 全各号に掲げるもののほか、別に定めるもの又は居住者若しくは施設賃借人の共通の利益を図

るために、特に必要があると認めて詳細の承認を得たものに要する費用 

  ２ 単身住宅の場合において、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる費用を、共益費と

して、居住者に負担させる。 

  一 共同浴室の煙突類、浴槽及び風呂釜（バーナーを含む。）の修理又は取替えに要する費用 

  二 共同浴室内の設備についての小修理に要する費用 

  三 共同浴室の清掃に要する費用 

  四 共同便所の清掃及び小修理に要する費用 

  ３ 居住者又は施設賃借人の１戸当りの共益費の月額には、10 円未満の端数を附さない。 

  （共益費の額の変更） 

  第 57 条 支社長は、必要があると認める場合には、共益費の額を変更することができる。 

  （共益費の運営等） 

  第 58 条 支社長は、別に定めるところにより、賃貸住宅団地ごとに（１賃貸住宅団地内において

単身住宅が世帯向住宅と併存している場合においては、当該単身住宅を１賃貸住宅団地として取り

扱う。）運営計画をたて、各賃貸住宅団地間に著しい不均衡を生じないよう共益費の運営するとと

もに、各賃貸住宅団地における共益費の収支を明確にするものとする。 

  ２ 支社長は、必要があると認める場合は、居住者又は施設賃借人に対して、当該賃貸住宅団地に

おける共益費の運営計画及び収支内容を公表することができる。 
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(2)日本住宅公団賃貸住宅団地管理業務細則（抄） 

第９章 共益費 

（共益費の使途範囲） 

第 75 条 共益費の使途範囲は、共益費使途基準（別表第６－１）に定めるところによる。 

（共益費の算定） 

第 76 条 支社長は、賃貸住宅の共益費の額を算定する場合は、共益費の算定及び支出項目一覧表

（別表６－２）に定めるところによるものとする。 

２ 支社長は、同一賃貸住宅団地の賃貸住宅団地については、原則として、１戸当たりの共益費の

額を均等とし、賃貸住宅の規模、世帯構成によって共益費の額に差を設けない設けないものとす

る。 

３ 支社長は、同一賃貸住宅団地内に単身住宅と世帯向住宅が併存している場合において共用部分

があるときは、当該部分の利用度又は受益度を勘案して、共益費の額を算定する。 

第 77 条 支社長は、賃貸施設の共益費の額を算定する場合は、原則として、次の各号に定める基

準による。 

一 市役所出張所、警察官派出所又は駐在所、郵便局、居住者等が運営する電話交換所その他これ

らに類する施設 当該施設のある賃貸住宅団地の賃貸住宅の共益費１戸分相当額 

二 保育所、幼稚園その他これらに類する施設 当該施設のある賃貸住宅団地の賃貸住宅の共益費

２戸分相当額 

三 診療所、店舗、事務所その他これらに類する施設 当該施設の床面積を 50 平方メートルで除

した数（整数とし、端数が生じたときは、四捨五入する）に当該施設のある賃貸住宅団地の賃貸

住宅の共益費１戸分相当額を乗じて得た額 

（共益費の運営） 

第 78 条 支社長は、共益費の計画的な運営をはかるため、毎年３月末日までに、賃貸住宅団地ご

とに翌年度の共益運営計画書（別添様式 30）を作成する。 

２ 支社長は、共益費収支帳（別添様式 31）により、常に、共益費の収支状況を把握しなければな

らない。 

３ 支社長は、毎年４月 10 日までに第 1 項の共益費運営計画書を、毎年５月末日までに前年度の

共益費収支報告書（別添様式 32）をそれぞれ本社管理部長に送付する。 

４ 共益費を支出して行なう工事の実施の技術的基準等については、保全要領による。 

第 78 条の２ 支社長は、規程第 58 条第２項に基づき共益費の運営計画を公表するときは、前条第

１項に規定する共益費運営計画書に基づき、次の各号に定める事項を明らかにする。 

一 共益費の算定及び支出項目ごとに概算金額（1,000 円単位とする。）並びに業務の内容及び実施

時期 

二 繰越予定額及びその理由 

２ 規程第 58 条第２項の規定に基づく共益費の運営計画の公表は、原則として、毎年４月末日ま

でに行う。 

（共益費収支内容の公表） 

第 78 条の３ 支社長は、規程第 58 条第２項の規定に基づき共益費の収支内容の公表するときは、

第 78 条第２項に規定する共益費収支帳に基づいて行なう。 
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２ 前項に規定する共益費の収支内容の公表は、毎年、原則として、日本住宅公団法（昭和 30 年

法律第 78 号）第 47 条第１項に規定する財務諸表に関する建設大臣の承認を受けた後に行なう。 

（共益費の変更時期） 

第 79 条 共益費の額を変更する場合の変更時期は、原則として、会計年度の始期とする。 

（居住者への通知） 

第 80 条 支社長は、賃貸住宅等の賃貸借契約の締結に際し、入居決定者等に対し、共益費の月額

を通知する。 

２ 支社長は、共益費の額を変更するときは、その理由を明らかにし、変更の時期及び月額を居住

者等に通知する。 

 

・別表第６－１ 共益費使途基準 

項 目 支出内容 備 考 

1 電気の使用量関係 

1-1 動力用電気料 

 

 

1-2 共同電灯用電気料  

 

給水施設、汚水処理施設、排水施設、ディス

ポーザー等の動力料 

 

(イ)外灯、門灯、誘蛾灯、防犯灯、火災報知

機標示灯、消火栓標示灯、階段灯、廊下灯、

案内板掲示板用照明灯、エレベーター内照明

灯、談話室室内灯、洗面所照明灯、洗濯室室

内灯、汚水処理施設室内灯、給水施設室内灯、

排水施設室内灯、電気施設室内灯等の電灯料

(ロ)特に必要と認めた場合の団地外の外灯、

防犯灯等の維持に要する費用 

(ハ)スピーカー、チャイム、換気扇、洗濯機、

テレビ等の電気料 

 

本重及び東袋町の２

団地についてはエレ

ベーター動力料含む 

2 上下水道の使用料関係 

2-1 共同水道料 

 

 

2-2 各戸専用水栓 

 

2-3 親子メーター差額水道 

 

 

 

噴水、運動施設、プール、遊戯施設、給水施

設、汚水処理施設、共同便所、共同浴室、洗

濯室、シャワー室、暖房等の水道料 

量水器を取り付けていない単身住宅各戸専

用水栓の水道料 

水道事業者が、各戸検針、徴収を行なってい

る場合で、親メーターと各戸メーターとの間

に差額が生じ、水道事業者により請求があっ

た場合の水道料 

 

量水器の取付けられ

ていない共同水栓は

基本料金に含む。 

 

 

通常の漏水の限度を

こえるものについて

は「光熱及水料」で負

担するものとする 
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2-4 検針・徴収費 

 

 

2-5 下水道使用料 

サク井を除く専用水道の検針徴収費（当該費

用が水道事業者から還元される場合は、当該

委託費との差額） 

共同下水の使用料 

 

3 燃料費関係 

3-1 共同使用燃料費 

 

 

 

 

3-2 維持管理費 

 

 

共同浴室、シャワー室、談話室、焼却炉、暖

房等の燃料費 

 

 

 

機械装置類の日常の操作、点検及び調整に要

する費用 

 

有料シャワー室用を

除く。但し、使用料金

が基本料金に満たな

い場合はその差額は

共益費負担とする 

 

 

4 ごみ処理費関係 

4-1 清掃事業者に対する手

数料 

 

4-2 清掃費 

 

 

 

4-3 処理容器、薬品、消耗

品等の購入費 

 

 

 

都市清掃事業者への手数料 

 

 

(イ)ダストシュート、ごみ容器、ごみ箱、焼

却炉、雑芥箱、灰入等の整備、清掃及び 

消毒に要する費用 

(ロ)厨芥、塵芥、雑芥、灰等の搬出処理に要

する費用 

ごみ処理容器、ポリエチレン袋類、薬品類、

火掻棒、灰掻棒等の購入及び維持管理に要す

る費用 

 

 

当該市町村の清掃条

例等の定めるところ

による 

 

 

 

 

 

都市清掃事業者がご

み処理のために特に

手押車を必要とする

ときの購入費及び修

理費を含む。 

5 給水施設維持運営費関係 

5-1 水道管理費 

 

 

 

 

 

 

5-2 水質検査費 

 

5-3 検査器具、薬品、消耗

品等の購入費 

 

 

 

 

(イ)機械装置類の運転操作に係る点検、艶

拭、調整及び注油、水質管理薬品注入、予備

エンジンの試動、バッテリー充電、停電時の

切換え、パッキング取替え等に要する費用及

び緊急時の連絡に要する費用 

(ロ)受水槽及び高架（高置）水槽の清掃に要

する費用 

定期水質検査委託料及び臨時水質検査委託

料 

(イ)水道法に定められた検査を行なう測定

器具及び水質管理のための薬品類の購入に

要する費用 
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 (ロ)グリース、モビルオイル等の機械油類、

予備機械用ガソリン、ウイス、パッキング、

防錆剤等の機械用消耗品等の購入に要する

費用 

6 汚水処理施設維持運営費

関係 

6-1 二階槽方式及び標準浄

化槽管理費 

 

 

 

 

6-2 活性汚泥方式浄化槽管

理費 

 

 

 

 

6-3 検査器具、薬品、消耗

品等の購入費 

 

 

 

 

 

 

消毒装置の点検、薬品注入及び調整、機械装

置類の運転操作に係る点検、艶拭及び注油、

最初沈澱池、最終沈澱池、二階槽散布炉床及

びスプレイ装置の清掃、砕石洗浄、腐敗槽及

び酸化槽の清掃、水質検査、汚泥搬出、予備

エンジンの試動、バッテリー充電、汚水管清

掃等に要する費用 

消毒装置の点検、薬品注入及び調整、機械装

置類の運転操作に係る点検、艶拭及び注油、

沈砂池、沈澱池、曝気槽、汚泥消化槽及びス

プレイ装置の清掃、汚泥搬出、予備エンジン

の試動、バッテリー充電、水質検査、汚水管

清掃等に要する費用 

(イ)下水道法に定められた検査を行なう測

定器具の類及び浄化施設消毒のための薬品

類の購入に要する費用 

(ロ)グリース、モビルオイル等の機械油類及

び予備機械用ガソリン、ウイス、パッキング

等の機械用消耗品類の購入に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 排水施設維持運営費関係 

7-1 排水施設管理費 

 

 

 

 

7-2 薬品、消耗品等の購入

費 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)機械装置類の運転操作に係る点検、艶

拭、調整及び注油、予備エンジンの試動、バ

ッテリー充電及び停電時の切換えに要する

費用 

(ロ)屋内外雑排水管の清掃に要する費用 

(イ)排水施設消毒のための薬品類の購入に

要する費用 

(ロ)グリース、モビルオイル等の機械油類及

び予備機械用ガソリン、ウイス、パッキング

等の機械用消耗品類の購入に要する費用 
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8 植栽手入費関係 

8-1 樹木類の手入費 

 

 

 

 

 

 

8-2 地被類の手入費 

 

8-3 花壇の手入費 

 

 

8-4 薬品、消耗品等の購入

費 

 

 

(イ)整枝剪定、害虫駆除、幹巻き、施肥、除

草、霜除け、雪除け、結束直し、灌水等に要

する費用 

(ロ)公団が植えたテラス型住宅庭内の路傍

樹及び生垣を、団地内の景観維持のために剪

定する場合の費用 

 

刈込、除草、害虫駆除、目土、施肥、小規模

な補植、清掃、灌水等に要する費用 

球根類の植替え、移植、種蒔き、支柱竹取付

け、施肥、害虫駆除、除草、清掃及び灌水等

に要する費用 

病虫害防除薬、肥料、幹巻き用コモ類、ロー

プ、目土、花壇の支柱竹、球根草花、種子等

の購入に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 建物、敷地共用部分維持

運営費関係 

9-1 建物内共用部分管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 敷地内共用部分管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)清掃、床の洗滌及びワックス磨、電球、

蛍光灯、グローランプ、ヒューズ等の取替え、

グローブ清掃、デイスポーザーの点検及び調

整、マット類の清掃、窓ガラス拭き、隣保業

務等に要する費用 

(ロ)居住者が清掃を行なうことが困難であ

ると認められる場合の高層住宅専用部分の

窓の清掃に関する費用 

(ハ)居住者共通の利便のため特に必要な場

合の警備に要する費用 

 

 

(イ)清掃、除草、遊戯施設の砂場かきならし、

不陸ならし、人止柵ロープ直し、ブランコベ

アリング注油、電球、蛍光灯、光電管、グロ

ーランプ、ヒューズ等の取替え、日覆類の取

替え、除雪、散水、共同便所の清掃及び消毒

等に要する費用 

(ロ)テラス住宅等で特に必要な場合の屋上

昇降用の梯子の購入及び維持管理に要する

費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本重及び東袋町の２

団地はエレベーター

の点検調整費用を含

む 
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9-3 薬品、消耗品等の購入

費 

 

 

 

 

 

 

(イ)砂場用砂、日覆、灰皿、泥ふきマット、

靴洗い、消化器、消火器用薬品、電球、蛍光

灯、光電管、グローランプ、ヒューズ、ロー

プ、トイレットペーパー、薬品等の購入に要

する費用 

(ロ)法定伝染病等が発生し、特に必要と認め

られる場合の各戸に配布する予防消毒剤の

購入に要する費用 

 

10 単身住宅共同施設維持

運営費関係 

10-1 談話室管理費 

 

 

 

 

 

10-2 共同浴室の管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-3 共同便所管理費 

（洗濯室を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-4 薬品、消耗品等の購入

費 

 

 

(イ)テレビ聴視料、カーテン及び椅子カバー

のクリーニング代、観葉植物借上費等及び清

掃に要する費用 

(ロ)居住者にとって特に必要と認められる

場合の机、椅子、テレビ、伝言板、カーテン

等の購入及び維持管理に要する費用 

(イ)清掃及び消毒に要する費用 

(ロ)煙突類、浴槽、風呂釜及びバーナーの修

理に要する費用 

(ハ)浴槽の蓋、鏡、ガラス、すのこ、腰掛、

洗おけ、建具金物、脱衣棚及びシャワー器具

の修理及び取替えに要する費用 

(ニ)居住者にとって特に必要と認められる

場合の体重計、扇風機の購入及び維持管理に

要する費用 

(イ)清掃及び消毒に要する費用 

(ロ)便所、手洗器、洗面器、洗濯槽、洗濯板、

すのこ、鏡、ガラス、紙巻器及び建具金物類

の修理及び取替えに要する費用 

その他の給排水衛生器具及び電気器具類

の部分修理に要する費用のうち、居住者負担

小修理一覧表（別表第３）で居住者負担と定

められているものについては共益費から支

出する。 

(ハ)居住者にとって特に必要を認められる

場合の洗濯機の購入及び維持管理に要する

費用 

トイレットペーパー、薬品等の購入に要する

費用 
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（注１）さく井により居住者等に給水を行ない、居住者等から水道料金を徴収する団地においては、本

表中次の各号に掲げる費用を当該団地の水道管理費から支出し、共益費から支出しないものとす

る。 

 一 電気の使用料関係    給水施設の動力料及び給水施設室内電灯料 

 二 水道の使用料関係    給水施設の水道料 

 三 給水施設維持運営費関係 水道管理費、水質検査費及び検査器具、薬品、消耗品等の購入代 

 

（注２）賃貸住宅と分譲住宅又は分譲施設（以下「分譲住宅等」という。）が併存している団地で、当

該賃貸住宅と分譲住宅等が共同使用する汚水処理場等がある場合において、分譲住宅等の負担とな

る維持管理費のうち、賃貸住宅の共益費に相当する費用は、この基準に基づいて算定するものとし、

当該費用は、経理処理上、当該賃貸住宅団地の共益費と同様に取り扱うものとする。この場合の収

入予算科目は、賃貸住宅等共益費収入、支出予算科目は、賃貸住宅等共益費とする。 

（注３）共益費支弁に係る外灯電気料、ごみ処理費等に対し補助金が交付された場合は、これを共益費

収入として、受け入れるものとする。 

（注４）共益費支弁に係る共用部分の光熱水料を工事請負業者等が修繕工事等のために使用した場合は、

次の経理処理を行なうものとする。 

(1)工事請負業者等から使用料相当額を受け入れたとき。 

   （予算科目）         （勘定科目） 

（款） 住宅管理及譲渡収入  （款） 住宅管理及譲渡収入 

 （項） 雑収入        （項） 住宅管理諸収入 

  （目） 雑入         （目） その他の住宅等管理諸収入 

 (2)当該使用料相当額を支払うとき。 

   （予算科目）         （勘定科目） 

（款） 住宅管理費      （款） 住宅管理諸費 

 （項） 住宅管理業務費    （項） 住宅管理業務費 

  （目） 事務費        （目） 住宅等管理費 

   （節） 光熱及水料 

 (3)工事請負業者等が負担すべき光熱水料を共益費から支出した場合は、使用料相当額が確定したと

きに、当該使用料相当額を「光熱及水料」に科目更正する。 
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・別表第６―２ 共益費の算定及び支出項目一覧表 

支出（算定）項目 支出（算定）上の記載説明要旨 

電気料 

 共同電灯等電気料 

 動力電気料 

 

外灯、階段灯、標示灯等の照明用電気料 

他の項目に属さない動力電気料 

上下水道利用料 

 共同水道料 

  

 共同下水使用料 

 水道検針徴収等業務費 

 

 

共同で使用する水栓の水道料（量水器の取付けられていない各戸

専用水栓を含む。） 

共同下水道の使用料 

サク井を除く専用水道の検針、徴収費並びに親子メーター差額水

道料 

共同使用燃料費 

 施設管理費  

 燃料費 

 

ボイラー等施設維持管理にかかる人件費 

風呂、暖房等の燃料費 

厨雑芥処理費 

 搬出手数料 

 消耗器材等購入費 

 

厨雑芥搬出のための清掃事業者への手数料 

当該業務処理に伴う器材備品等の購入費用 

給水施設維持運営費 

 施設管理費 

 清掃費 

 水質検査費 

 消耗器材等購入費 

 動力電気料 

 

施設維持管理にかかる人件費並びに委託にかかる諸費用 

受水槽、高架水槽等の清掃に要する費用 

月例並びに臨時の水質検査費用 

当該業務処理に伴う器具、薬品等の購入費用 

揚水等施設運転のための動力電気料 

汚水処理施設維持運営費 

 施設管理費 

 清掃費 

 水質検査費 

 消耗器材等購入費 

 動力電気料 

 施設水道料 

 

施設維持管理にかかる人件費並びに委託にかかる諸費用 

池、槽の清掃並びに汚泥等の搬出費用 

月例並びに臨時の水質検査に要する費用 

当該業務処理に伴う器具、薬品等の購入費 

施設運転のための動力電気料 

施設維持管理に要する水道料 

電気施設維持運営費 

 施設管理費 

 消耗器材等購入費 

 

施設維持管理にかかる人件費並びに委託にかかる諸費用 

当該業務処理に伴う器具、ガソリン等の購入費用 

排水施設維持運営費 

 施設管理費 

 清掃費 

 消耗器材等購入費 

 動力電気料 

 

施設維持管理にかかる人件費並びに委託にかかる諸費用 

屋内外雑排水管を含む施設の清掃に要する費用 

当該業務処理に伴う器具、薬品等の購入費用 

施設運転のための動力電気料 
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植栽手入費 

 樹木手入費 

 芝生等手入費 

  

消耗器材等購入費 

 

施肥、剪定、結束直し等樹木の管理に要する費用 

芝生の刈込、除草、目士、補植、花壇の植替、施肥等に要する費

用 

植栽の管理に要する器具、薬品、種子等の購入費 

団地内共用部分維持運営費 

 雑構築物等管理費 

 一般清掃費 

 特別清掃費 

 消耗器材等購入費 

  

電球の取換、人止柵ロープ直し、日覆類の取換に要する費用 

団地内の一般清掃に要する費用 

他の項目に属さない個別的清掃に要する費用 

砂場用砂、電球、消毒剤等の当該管理に要する物品購入費 

単身住宅維持運営費 

 共益隣保業務費 

 談話室管理費 

 

 修理取替費 

 

単身住宅管理委託費のうち、共益費負担分 

テレビ視聴料、クリーニング代、借上料等物品購入以外の費用 

共同浴室、共同便所等居住者負担に属する修理取替費用 
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